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コード
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製造業者等
以外による廃
家電の再商
品化等の実
施

1101010

　提案内容は、小売業者を通さず直接排出者から引き
取って実施するリサイクルであり、現行制度においてもそ
の実施主体については、業種等の制限など参入規制は
設けられておらず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
上の処理等の許可を受け、特定家庭用機器再商品化法
のリサイクル水準と同等以上のリサイクルを実施できる
者であれば、提案内容に記載のあるような主体であって
も、当該事業を実施することが可能。

Ｄ－１ 2034010

首都圏電気
電子機器ﾘｻ
ｲｸﾙｾﾝﾀｰ事
業協同組合

首都圏電気
電子機器手
分解処理ﾘｻ
ｲｸﾙ市民参
加のﾌﾘｰﾜｰｷ
ﾝｸﾞｱﾙﾊﾞｲﾄ事

業

ﾘｻｲｸﾙ法家電４品目ﾘｻｲｸ
ﾙ処理の市民ｱﾙﾊﾞｲﾄﾘｻｲｸ
ﾙ参加、ﾒｰｶｰ主導ｼｽﾃﾑと
の連携補完を目的とする
ため法の拡大解釈

家電４品目に
関する指定引
取場所の設
置促進

1101020

　指定引取場所の設置に当たっては、地域の人口、世帯
数、販売店数、販売実績等を勘案しつつ、自治体や電気
小売商業組合等の関係者の意見を踏まえ、利用者便益
と維持管理費用とを勘案して決められたものである。
なお、指定引取場所の設置・廃止については、現行法の
下でも、製造業者等が地域的条件等を考慮した上で任意
で設置できる。

Ｄ－１ 1088010 東松山市
家電リサイク
ル特区

家電４品目に関する指定
引取場所の緩和

プラスチック
製容器包装
の再商品化
手法の緩和

1102010

容器包装リサイクル法は、「資源の有効な利用の確保を
図るため、製品の原材料としての利用を促進する」ことを
目的としており、この目的に基づき、プラスチック製容器
包装廃棄物の再商品化手法として、ご提案の「破砕・選
別による材料リサイクル」及び「脱塩素によるフィードス
トックリサイクル（高炉で用いる還元剤化手法、コークス
炉化学原料化手法）」は既に対象となっている。
従って、最初に「破砕・選別による材料リサイクル」又は
「脱塩素によるフィードストックリサイクル」が行われてい
るのであれば、ご提案の手法で処理することは可能であ
る。（一旦、再商品化が行われた以降の処理について
は、特に決まりはないこととなっている。）
なお、ご提案の方法は、残さの最終処分までを考慮した
望ましい方法と考えるが、現行もそれを妨げられていな
い点をご理解願いたい。

プラスチック製容器包装廃
棄物の再商品化手法とし
て、提案にある総合的リサ
イクルは認められると理解
してよいか。
また、全処理量が再商品
化されたものと認められる
のか。

最初に「破砕・選別による材料リサイクル」又は「脱塩素
によるフィードストックリサイクル」が行われているのであ
れば、容器包装リサイクル法における再商品化は完了
することとなる。
一方、その後の処理プロセスについては、同法において
特段の規定はなく、その意味において、提案の総合的リ
サイクル手法は、プラスチック製容器包装廃棄物の再商
品化手法となりうるし、最初の段階で全処理量が再商品
化されたものと認められる。
なお、同法は、「資源の有効な利用の確保を図るため
（燃焼させるのではなく）原材料としての利用を促進させ
る」ことを目的としており、セメント燃料化を再商品化とは
位置付けておらず、セメント燃料化のみの処理の場合に
ついては、同法におけるリサイクルとは位置付けられな
い。

Ｄ－１

↓

Ｃ－１

提案者の意見では、「総合
的リサイクル手法を新たな
再商品化手法として認めて
いただきたいという趣旨で
ある。」「（財）日本容器包
装リサイクル協会が規定し
ているガイドラインのプラス
チック原材料等の収率が４
５％未満であっても、入札
参加資格があるか」とあ
る。これについて具体的に
検討し、回答されたい。

「（財）日本容器包装リサイクル協会が
規定しているガイドラインにおける収率
（プラスチックの材料リサイクルの場合４
５％）は、容器包装リサイクル法の目 的
達成のために定めた、プラスチックの材
料リサイクルが最低限クリアすべき登録
要件である。仮に特区でこの収率を下回
る事業者に再商品化事業参入のための
入札参加資格を認めた場合、特区内は
もとより特区外においてこの収率を満た
しつつ再商品化事業を行っている事業
者が不当に不利益を蒙ることとなること
から 、この収率をクリアできない事業者
に入札参加資格は認めることはできな
い。」

Ｃ－１ 1198010 山口県

コンビナート
エネルギー
自由化によ
る環境特区

「容器包装に係る分別収
集及び再商品化の促進等
に関する法律」（容器包装
リサイクル法）に関するプ
ラスチック製容器包装の再
商品化手法の緩和

1103010

地域に十分な公共駐車場が整備されている等、特別の
事情により指針に規定した水準を適用することが適当で
ない場合には、根拠を明確に示して他の方法により算出
した駐車場台数を届け出ることが現行指針においても可
能。
また、提案者に対してその旨説明したところ、自らの要望
については現行の規定により対応可能であるとの回答も
得ている。

1396060
東京都多摩
市

多摩センター
地区経済活
性化特区

大規模小売店舗立地法に
よる駐車場設置義務の緩
和

1103030

地域に十分な公共駐車場が整備されている等、特別の
事情により指針に規定した水準を適用することが適当で
ない場合には、根拠を明確に示して他の方法により算出
した駐車場台数を届け出ることが現行指針においても可
能。
また、提案者に対してその旨説明したところ、自らの要望
については現行の規定により対応可能であるとの回答も
得ている。

2179010
大成建設株
式会社

新宿駅東口
周辺商業活
性化特区

大規模小売店舗立地法・
指針に基づく駐車場設置
なしの特例

大規模小売
店舗立地法
に基づく指針
で設定した駐
車場設置基
準の緩和

Ｄ－１
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環境影響評
価と重複して
いる大規模小
売店舗立地
手続きの簡素
化

1103020

昨年１２月の総合規制改革会議の「規制改革の推進に関
する第２次答申」に基づき、平成１４年度中に「環境影響
評価法等に基づき大店立地法と同様の審査、手続が事
前になされている事業については、大店立地法の審査の
簡素化、省略化、迅速化を図るよう」要請する文書を、大
店立地法を運用する都道府県知事等に発出する予定。
また、提案者に対してその旨説明したところ、当該要請文
書により手続の簡素化が図られればよいとの回答も得て
いる。

Ｂ－１ 2130010 (株)大林組
都市再生推
進特区

大規模都市開発における
環境影響評価、大規模小
売店舗立地法等の重複予
測項目の一本化

中心市街地
活性化法にお
ける区域指定
の柔軟化（区
市町村全域
の指定）

1103040

中心市街地の規模等は、それぞれの区市町村ごとに多
様であると考えられるが、土地利用や諸機能の集積の実
態、想定される事業の実施範囲等の観点から、一体性が
あり、集中的・効果的な取組みが可能な適切な広さにな
るよう定めることが必要であるものの、基本計画に記載
する中心市街地の位置および区域は基本計画を策定す
る区市町村が自主的に決定することが現行規定におい
ても可能である。

Ｄ－１ 1356020
東京都中央
区

商業振興特
区

中心市街地の指定要件の
緩和

信用保証協
会による融資
保証制度の
拡大（１年以
上の休業事
業への対象
拡大）

1104010

各地の信用保証協会は国や地方公共団体の財政支援
等により運営されているものであることから、信用保証協
会の保証の実施は、予算措置を講ずることと実質的に同
等のものである。構造改革特別区域の趣旨は、地域の
特性に応じた規制の特例措置を導入することにより地域
の活性化を図るものであり、財政措置を講ずる趣旨のも
のではないことから、本要望は特区の要望になじまない
と考えている。

Ｆ 2029080 個人
地域の中の
日本語学校

信用保証協会による融資
保証制度の対象拡大

「創造技術研
究開発費補
助金」におけ
る対象事業者
要件の緩和
（みなし大企
業の対象化）

1104020

従来型財政措置を求めるものであり、特区の趣旨にそぐ
わない。（なお、創造技術研究開発費補助金において「み
なし大企業」への支援を行うことは、実質的には大企業を
支援する懸念が大きく、中小企業の技術開発等の実用
化支援という補助事業の実効性の確保等に支障をきた
す。）

Ｆ 1315090 山形県
超精密技術
集積特区

「地域コンソーシアム研究
開発事業」等における対
象事業者要件の緩和（み
なし大企業の対象化）

国の高度化
資金により設
置した施設の
用途変更等
制限の緩和

1104030

（高度化融資）

高度化資金の返済後においては、通達に基づく県及び
事業団の協議は不要となっている。

Ｄ－１ 1171010 桐生市

地場産業振
興センターの
一部使途変
更申請の簡
素化

国の補助及び高度化資金
等により設置した施設の
用途変更等制限の緩和
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中小企業等
投資事業有
限責任組合
の事業範囲
への融資事
業の追加

1104040

今通常国会に提出予定の産業活力再生特別措置法改
正法案において、中小企業等投資事業有限責任組合契
約に関する法律の特例として、一定の要件を満たす投資
先企業に対する補助的事業（組合財産の５０％以内）とし
て融資事業を追加することを検討している。

Ｂ－１

提案者の意見では、「『一
定の要件』が不明であるの
で明らかにされたい」とあ
り、具体的にどのようなも
のを想定しているのか、示
されたい。

　「投資先企業の一定の要件」とは、下
記のいずれかを満たすものをいう。（適
宜、産業再生法の改正法案第１６条の２
を参照されたい）
Ⅰ．産業再生法の認定を受けた事業者
Ⅱ．認定を受けていない事業者であって
も、財務内容が悪化している以下のいず
れかの企業
　①直近４年以内の自己資本当期純利
益
      率が▲2%以下、
　②欠損金が純資産の2%以上、
　③債務超過にある企業

　なお、計算方法の詳細については、経
済産業省令において規定する予定（３月
末目途）。

Ｂ－１ 1447060 長野県
テクノリー
ジョン特区

中小企業等投資事業有限
責任組合の事業範囲の拡
大

信用保証協
会による融資
保証制度の
拡大（非営利
活動法人へ
の対象拡大）

1104050

各地域の信用保証協会が自らの判断で特定非営利法人
に保証を行うことは信用保証協会法上は可能。また、信
用保険は予算措置で成り立っているものであり、こうした
各地域の独自の取組を信用保険の対象とすることは、予
算措置を講ずるのと実質的に同等のものであり、その必
要性や妥当性を十分精査する必要がある。構造改革特
別区域の趣旨は、地域の特性に応じた規制の特例措置
を導入することにより地域の活性化を図るものであり、財
政措置を講ずる趣旨のものではないことから、本要望は
特区の要望になじまないと考えている。

Ｆ  1064010 札幌市
交流・創造特

区
ＮＰＯ法人に係る新たな信
用保証制度の導入

商店街振興
組合の設立
要件の緩和

1104060

少数の商業者等からなる商店街の法人化を行う場合に
は、商店街振興組合と同様に税の特例、補助金の交付
等が受けられる中小企業等協同組合法に基づく事業協
同組合の設立が可能であり、現行の法律により対応可
能。

提案内容は、中小企業等
協同組合の設立を求める
ものではなく、商店街振興
組合の設立要件の緩和で
ある。この点について、具
体的に検討し、回答された
い。

提案内容を先方に確認したところ、商店街振興組合の設
立要件の緩和の目的が、補助金等を受けることで商業
活動の活性化を図り、地域環境の整備改善を推進する
ことであったため、商店街振興組合と同様の税制の特
例、補助金の交付等が受けられる中小企業等協同組合
法に基づく事業協同組合で対応可能であり、現行の法
律により対応可能である。

Ｄ－１ 1050010 川口市
商業振興特

区
商店街振興組合の設立要
件(会員数）の緩和

商店街振興
組合及び商
店街振興組
合連合会の
設立要件の
緩和

1104090

少数の商業者等からなる商店街の法人化を行う場合に
は、商店街振興組合と同様に税の特例、補助金の交付
等が受けられる中小企業等協同組合法に基づく事業協
同組合及び協同組合連合会の設立が可能であり、現行
の法律により対応可能。

提案内容は、中小企業等
協同組合の設立を求める
ものではなく、商店街振興
組合及び商店街振興組合
連合会の設立要件の緩和
である。この点について、
具体的に検討し、回答され
たい。

提案内容を先方に確認したところ、商店街振興組合及び
同連合会の設立要件の緩和の目的が、商品券の発行
等の販売方法に関する共同事業や特色ある商店街づく
りの施設整備などの事業展開を促進することであったた
め、商店街振興組合と同様に、当該事業の実施が可能
であり、かつ税制の特例、補助金の交付等が受けられる
中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合で対応可
能であり、現行の法律により対応可能である。

Ｄ－１ 1356010
東京都中央
区

商業振興特
区

商店街振興組合及び商店
街振興組合連合会の設立
基準の緩和

サービス業
（情報産業）
に係る中小企
業者の範囲
の拡大

1104070

八王子市の提案は第１次の「首都圏情報産特区」と関連
付け、中堅規模の情報サービス業に対する支援措置の
充実を図っていくという趣旨のもの。
中小企業立法における中小企業者の範囲については、
政令委任規定が設けられており、サービス業のうちソフト
ウェア業及び情報処理サービス業については、既に製造
業と同様、資本金３億円以下又は従業員数３００人以下
を中小企業者の範囲として取り扱っていることから現行
の規定により対応可能。

提案内容は、ソフトウェア
業及び情報処理サービス
業以外のサービス業につ
いても見直しを求めている
ものであり、貴省の回答で
はこれに答えていないと考
えられるので、具体的に検
討し、回答されたい。

中小企業基本法は中小企業者及び大企業者に対
して何らの規制を設けているものではない。構造改
革特区の趣旨は、地域の特性に応じた規制の特
例措置を導入することにより地域の活性化を図る
ものであることから、本提案は特区の要望になじま
ないと考えている。

Ｅ 1147010 八王子市 八王子市
サービス業に係る中小企
業者の範囲の拡大
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らの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

措置の
分類

措置の
内容

各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か
らの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回
答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項名）

投資事業有
限責任組合
における組合
員の人数制
限の緩和

1104080

平成１３年の中小企業等投資事業有限責任組合契約に
関する法律施行令の改正において、組合員数の上限を４
９人から１００人に引き上げる規制緩和をしており、現在
その状況を注視しているところである。なお本組合制度
は、リスクの高い未公開企業への投資等を共同事業とし
て行うものであることから、組合員間の密接な連携が行
われることを念頭に置いたものであり、小口の投資家を
多数募って運用する場合には、投資信託、投資法人の制
度を活用することができる。

提案は、投資信託、投資法
人の制度を活用することで
はなく、中小企業等投資事
業有限責任組合の組合員
の人数上限の緩和を要望
するものであり、具体的に
検討し、回答されたい。

本有限責任組合制度は、各組合員が平均して１億円程
度の多額の出資を行い、当該各組合員間の密接な連携
を担保しつつ、リスクのある投資事業を共同事業として
行うことを想定しているものである。このため投資家保護
のための各種規制（業者に対する参入規制や受託者責
任等）が極力緩和されたものとなっている。組合員の人
数制限はこの共同事業性を担保するためのものであり、
この人数制限を撤廃した場合には、共同事業性を保持
することが困難となり、代替手段もない。一方、福岡県で
想定している事業は、一口１００万円程度の少額投資を
行う投資家を多数集める事業を念頭においていることか
ら、前述の有限責任組合に見られる組合員間の密接な
連携に基づく共同事業とは異なり、投資信託や投資法人
の制度になじむものである（現に投資法人や投資信託を
活用することも検討していると聞いている。）このため投
資信託や投資法人の制度を活用することが可能であ
る。

Ｄ－１ 1249070
福岡県・福岡

市

福岡アジアビ
ジネス特区
（福岡アジア
ビジネス地
区）

投資事業有限責任組合に
おける組合員の人数制限
の緩和

中小企業信
用保険法に
基づく中小企
業総合事業
団との保険契
約の範囲拡
大（中小企業
振興公社の
追加）

1104100

現在、中小企業信用保険法において、中小企業総合事
業団が中小企業信用保険契約を締結できる相手は信用
保証協会に限られている。また、信用保険は予算措置に
より成り立っており、信用保証協会以外の保証機関を保
険契約の相手方として追加することは、予算措置を講ず
るのと実質的に同等であり、その必要性や妥当性を十分
精査する必要がある。構造改革特別区域の趣旨は、地
域の特性に応じた規制の特例措置を導入することにより
地域の活性化を図るものであり、財政措置を講ずる趣旨
のものではないことから、本要望は特区の要望になじま
ないと考えている。

Ｆ 1070010 板橋区
産業活力
支援特区

中小企業信用保険法に基
づく中小企業総合事業団
との保険契約の範囲拡大

国の補助によ
り設置した施
設の用途変
更等制限の
緩和

1104110

(補助金）
補助金で取得した財産を補助目的外で利用することを防
ぐために各省庁の長（国）の承認が必要不可欠であり、
承認を不要とすると、補助金の不正取得を助長すること
になる。
　なお、現行の規定によっても個別の事情に応じて国の
承認をうけることにより、想定する事業の実施は可能であ
ると考える。

Ｆ 1171010 桐生市

地場産業振
興センターの
一部使途変
更申請の簡
素化

国の補助及び高度化資金
等により設置した施設の
用途変更等制限の緩和

信用保証協
会による融資
保証制度の
拡大（芸ぎ
業、芸ぎ周旋
業の対象化）

1104120

各地域の信用保証協会が自らの判断で芸ぎ業・芸ぎ周
旋業に保証を行うことは信用保証協会法上は可能。ま
た、信用保険は予算措置で成り立っているものであり、こ
うした各地域の独自の取組を信用保険の対象とすること
は、予算措置を講ずるのと実質的に同等のものであり、
その必要性や妥当性を十分精査する必要がある。構造
改革特別区域の趣旨は、地域の特性に応じた規制の特
例措置を導入することにより地域の活性化を図るもので
あり、財政措置を講ずる趣旨のものではないことから、本
要望は特区の要望になじまないと考えている。

Ｆ 1179060 京都市
国際文化観
光特区

芸ぎ業（置屋），芸ぎ周旋
業（お茶屋）の中小企業総
合事業団による信用保険
の対象化

4 / 25 ページ



【経済産業省　再々検討要請】

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か

らの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

措置の
分類

措置の
内容

各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か
らの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回
答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項名）

商店街の空き
店舗を活用し
た保育サービ
ス等提供施設
の設置促進
に関する指針
の特例

1104130
補助金の補助対象者に営利民間法人及び地方公共団
体を追加することは、従来型の財政措置を要望するもの
であり、、特区としての対応は不可。

Ｆ 1201040 足立区
生活創造特
区（福祉・雇
用分野）

商店街の空き店舗を活用
した保育サービス等提供
施設の設置促進に関する
指針の特例

中小小売商
業高度化事
業計画の認
定基準の緩
和

1104140
小売業とサービス業の割合等の要件を緩和することは、
従来型の財政措置を要望するものであり、、特区として
の対応は不可。

Ｆ 1290010 熊谷市
中心市街地
活性化特区

中小小売商業高度化事業
計画の認定基準の緩和

地球温暖化
防止に寄与す
る新たな電気
供給約款の
証券化

1105010
規制の特例を行うべき根拠法令の記載がないことなど、
提案内容が不明確であ　り、十分に検討を行うことが困
難であることから、特区として対応不可。

Ｃ

↓

Ｅ

2113020 個人 花野果ランド

新たな電気供給約款地球
温暖化防止に寄与するも
のであれば、国はこれを認
め、これを証券化し債権と
する。

海洋深層水を
使用したセラ
ミック式温度
差発電の認
可

1105020
規制の特例を行うべき根拠法令の記載がないことなど、
提案内容が不明確であ　り、十分に検討を行うことが困
難であることから、特区として対応不可。

Ｃ

↓

Ｅ

2005090

ＮＰＯ法人申
請中　Ｉ・Ｈ・
Ｈ・Ｓグルー

プ

１．３億人の
雇用と、１００
兆円／年の
売り上げを実
現する「プロ
ジェクト名：ｔａ
ｍｍｙ」

海洋深層水を使用したセ
ラミック式温度差発電の認
可がほしい

新事業創出
促進法による
最低資本金
規制の特例
（株式会社）
の手続きの簡
素化

1105030
経済産業省における確認事務を迅速に行うことで対応す
る。

Ｄ－１ 1254020 墨田区
産業活力創
生特区

株式会社設立に関する最
低資本金額の引下げ

新事業創出
促進法による
最低資本金
規制の特例
（有限会社）
の手続きの簡
素化

1105040
経済産業省における確認事務を迅速に行うことで対応す
る。

Ｄ－１ 1254030 墨田区
産業活力創
生特区

有限会社設立に関する最
低資本金額の引下げ

新規起業情
報の職業安
定所での提供

1105050

　要望は国が行う事業の追加であり、事業実施主体を国
としていることから特区の主旨に合致せず事実誤認であ
る。
　なお、経済産業省においては、創業・起業の促進の観
点から、例えば起業を志す者に対して、民間ベンチャー
キャピタルとのマッチング等、具体的な事業化までのトー
タルサービスを実施するため、ＷＥＢサイト等を通じた各
種支援サービスを提供するなどの様々な取組を行ってい
るところである

Ｅ 2011010 個人

新規事業増
大促進化対
策と雇用環
境の改善策

職業安定法第４条の求人
求職の紹介の他新規事業
情報交流の特例化

5 / 25 ページ



【経済産業省　再々検討要請】

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か

らの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

措置の
分類

措置の
内容

各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か
らの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回
答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項名）

鉱害賠償登
録が不動産
登記法におけ
る合筆の禁止
事由とならな
い緩和措置

1106010

鉱害賠償登録令第18条の規定による一括申請の場合で
登録原因、その日付、登録番号が同一の場合には、不
動産登記法第81条ノ3第1項ただし書の場合と同様な取
扱いを認めることとしたい。

Ｄ－１ 1015010
福岡県
田川市

産炭地域開
発規制緩和
特区

不動産登記法第81条の 3
第 1項において、鉱害賠
償登録は合筆の禁止事由
とならない緩和措置

ガソリン品質
の強制規格
におけるアル
コール混入許
容値の明確
化

1106020

平成１５年度内に揮発油等の品質の確保等に関する法
律施行規則第１０条において、揮発油（ガソリン）品質の
強制規格におけるアルコール混入許容値の明確化を図
る。

アルコール混入許容値の
明確化を図ることで、提案
の生物資源アルコール混
合燃料を自動車燃料として
使用できるようになるという
ことか、回答されたい。

平成１５年度以内に揮発油等の品質の確保等に関する
法律施行規則第１０条において、既販の自動車の安全
を前提にした、揮発油（ガソリン）品質の強制規格におけ
るアルコール混入許容値の明確化を図ることで、その許
容値の範囲内で、提案の生物資源アルコール混合燃料
を自動車用燃料として販売、使用できるようになる。 但
し、混入しようとするアルコールが、アルコール事業法の
対象であって、当該アルコールを混入して自動車燃料を
製造する際に当該アルコールの販売・使用を行う場合に
は、別途アルコール事業法上の許可を取得する必要が
あるので、この点については、益田市の担当者の方に対
して、アドバイスをさせていただいたところ。

Ｂ－１ 1330010 益田市

生物資源ア
ルコール混
合燃料の販
売規制特区

揮発油規格の販売規制緩
和

鉱害賠償登
録令におい
て、抹消の手
続を簡易に申
請できる緩和
措置

1106030

鉱害賠償支払登録を受けた鉱業権者又は租鉱権者が所
在不明となった場合に、簡易に特別代理人又は特別清
算人を選任して登録を抹消できる制度を創設すること
は、所在不明者の手続保障がないままに著しい不利益を
課すことになり、認めることができない。また、損害賠償
の予定契約は債権契約であり、契約当事者間にのみ効
力があるにすぎないこと及び手続保障の観点から、登録
の抹消は、その登録を受けた鉱業権者又は租鉱権者の
申請が必要とされており、最終鉱業権者又は最終租鉱権
者において申請することはできない。

提案者の要望を実現する
ため何らかの解決策を示
せないか検討し、回答され
たい。

鉱害賠償支払登録の抹消がされると、鉱業法第１０９条
第３項により、過去すべての鉱業権者又租鉱権者につ
いて損害賠償請求をすることが可能となる。したがって、
登録を受けた鉱業権者又は租鉱権者が所在不明の場
合に登録抹消の手続を簡易にすることは、所在不明者
の手続保障がないままに著しい不利益を課すことになる
から、実体法上の権利関係をそのままにして、単に登録
手続上の制度のみを創設することは困難であり、他に同
様の結果をもたらすような解決策を示すこともできない。

Ｃ

↓

Ｃ－１

1015020
福岡県
田川市

産炭地域開
発規制緩和
特区

鉱害賠償登録令第19条第
1項において、抹消の手続
きを簡易に申請できる緩
和措置

鉱害賠償登
録令の利害
関係人を採掘
権に対する抵
当権者に限
定する措置

1106040

鉱害賠償支払登録の抹消がされると、鉱業法第109条第
3項により、過去すべての鉱業権者又は租鉱権者につい
て鉱害による損害賠償請求をすることができることとなる
ので、これらの者の承諾を不要とすることはできない。

提案者の要望を実現する
ため何らかの解決策を示
せないか検討し、回答され
たい。

鉱害賠償支払登録の抹消がされると、鉱業法第１０９条
第３項により、過去すべての鉱業権者又租鉱権者につ
いて損害賠償請求をすることが可能となる。したがって、
利害関係人（採掘権に対する抵当権者を除く）の承諾を
不要とすることは、利害関係人の手続保障がないままに
著しい不利益を課すことになるから、実体法上の権利関
係をそのままにして、単に登録手続上の制度のみを創
設することは困難であり、他に同様の結果をもたらすよう
な解決策を示すこともできない。

Ｃ

↓

Ｃ－１

1015030
福岡県
田川市

産炭地域開
発規制緩和
特区

鉱害賠償登録令第19条第
3項の利害関係人を採掘
権に対する抵当権者に限
定する措置
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【経済産業省　再々検討要請】

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か

らの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

措置の
分類

措置の
内容

各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か
らの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回
答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項名）

国の補助金
等により設置
したバイオマ
ス発電施設等
の目的外利
用等制限の
緩和

1107010

補助金により設置したバイオマス発電施設等において、
当該補助事業終了後に利用できるバイオマスの範囲に
ついては、当該バイオマスの所管省庁にかかわらず、そ
の利用が補助金の交付目的内であれば利用できることと
されております。さらに、仮にその利用が補助金の交付
目的内と認められない場合であっても、補助金適正化法
２２条に基づく目的外利用等の承認申請があった場合に
は、具体的には個々に判断されるべきものではあります
が、本来の補助目的の達成に影響を及ぼすものでなけ
れば、その利用を認める運用を行っているところです。

貴省の回答により提案は
実現可能と解してよいか。

補助金により設置したバイオマス施設等において、当該
補助事業終了後に利用できるバイオマスの範囲につい
ては、当該バイオマスの所管省庁にかかわらず、その利
用が補助金の交付目的内であれば利用は可能である。
また、その利用が交付目的外であっても、補助金適正化
法２２条に基づく目的外利用等の承認申請があった場合
には、本来の補助目的の達成に影響を及ぼすものでな
ければ、その利用を認める運用を行っているところ。
個別事案の内容によっては実現可能。

Ｄ－１ 1338050 つくば市
つくば新エネ
市民電力特

区

バイオマス発電設備での
多様なバイオマス利用の
実現

場外車券売
場の設置許
可基準等の
緩和

1108010

現状は専用場外車券売場が社会的に受け入れられるよ
う所要の施設設備等に関する規制を行っている。
あらかじめ、施設を設置する自治体が住民等に対して特
区構想の内容、特区認定に伴う手続きの変更等を十分
説明し、地方公共団体の責任において十分地域で円滑
に受入れられるような代替措置が講じられることが前提
である。

貴省の回答では、地方公
共団体の責任において十
分地域で円滑に受け入れ
られる代替措置が講じられ
ることが前提とあるが、前
提となる代替措置として具
体的にどのような措置を想
定しているのか、示された
い。

前提となる代替措置として、基本的に以下の点につき地
域の実情に応じて地方公共団体の責任で、きちんとした
対応がとられることを想定している。
・文教・医療施設に対する影響
・場外車券売場として必要な設備を備えていること
・施設の規模・構造に問題がないこと
・地元地域の十分な理解

Ａ Ⅲ 1288010 高知市
競輪事業活
性化特区

場外車券売場の許可及び
設置基準等の緩和につい
て

指定統計の
調査票を目的
外利用の容
認

1109010

包括的な承認がなされている範囲では、個別に総務大臣
に対する承認申請の手続は必要ない。
また、統計法15条第2項に基づく承認を受けた調査票に
使用方法については、便宜上、「閲覧」「転写」「集計」の３
つの分類に集約されており、複写する行為については、
このうち、「転写」の概念に含まれると考える。

Ｄ－１ 1333010 長野市
指定統計自
由化特区

指定統計の調査票を目的
外利用することに関する制
限の撤廃

工場立地法
上の緑地定
義の拡大

1110010
提案理由を踏まえ、平成14年度中に実態把握を行い、重
複緑地の取扱いに関する運用を全国的に見直し、速や
かに実施する。

現在の検討状況及び制度
実施時期の見込みについ
て、具体的に示されたい。

検討状況：提案された内容について実態の把握に努め
るとともに、具体的緩和内容を精査しているところ。
実施時期：平成１５年度のできるだけ早い時期。

Ｂ－２ 1324010 横浜市
京浜臨海部
再生特区

工場敷地内の工場立地法
上の緑地の拡大（屋上緑
化、壁面緑化、藤棚（下が
駐車場））

工場立地法
上の生産施
設面積率の
緩和

1110020
提案理由を踏まえ、平成14年度中に実態把握を行い、敷
地面積に対する生産施設面積の割合について全国的に
見直し、速やかに実施する。

現在の検討状況及び制度
実施時期の見込みについ
て、具体的に示されたい。
また、提案内容が実現でき
るのか。

検討状況：提案された内容について実態の把握に努め
るとともに、具体的緩和内容を精査しているところ。
実施時期：平成１５年度のできるだけ早い時期。
実現可否：提案内容が実現できるよう見直しを行う。

Ｂ－２ 1324020 横浜市
京浜臨海部
再生特区

生産施設面積率の緩和
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【経済産業省　再々検討要請】

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か

らの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

措置の
分類

措置の
内容

各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か
らの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回
答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項名）

1110030
提案理由を踏まえ、平成14年度中に実態把握を行い、隣
接緑地の定義を見直しを全国的に見直し、速やかに実施
する。

1324030 横浜市
京浜臨海部
再生特区

特区内に公的負担による
計画的な緑地を整備した
場合に、工場立地法上の
緑地面積に算入

1110040
提案理由を踏まえ、平成14年度中に実態把握を行い、隣
接緑地の定義を見直しを全国的に見直し、速やかに実施
する。

1394070 堺市
国際楽市楽
座特区

緑地面積率の緩和

「地域コン
ソーシアム研
究開発事業」
における対象
事業者要件
の緩和（みな
し大企業の対
象化）

1110050

①中小企業枠においても、みなし大企業を排除していな
い（ただし全体の参加企業数１／３以内まで）
②また、みなし大企業の参加が多い場合には一般枠で
の申請が可能。

Ｄ－１ 1315090 山形県
超精密技術
集積特区

「地域コンソーシアム研究
開発事業」等における対
象事業者要件の緩和（み
なし大企業の対象化）

地域振興整
備公団の保
有する中核工
業団地の賃
貸の容認

1110060

「賃貸の用に供する」場合についても、現行規定の「管
理」の用語に含まれ、実施することは可能である。した
がって、これを明確にするため、地域振興整備公団が業
務を賃貸の用に供する場合の基準を整備し、当該中核
工業団地を賃貸の用に供することができることについて、
パンフレットやホームページ等を通じて、周知徹底を図
る。

Ｄ－１ 1239010 宮城県
次世代半導
体生産特区

地域振興整備公団の保有
地の賃貸の容認

沖振法におけ
る自由貿易地
域・特別自由
貿易地域の
指定拡大

1110070

沖縄振興特別措置法における自由貿易地域及び特別自
由貿易地域については、沖縄の経済的自立を図るため
に特別な税制優遇措置を盛り込んだ地域指定制度であ
るため、今回の特区提案にはなじまないものと考える。

Ｆ 1165020 平良市
国際海洋リ
ゾート特区

沖振法における自由貿易
地域・特別自由貿易地域
の指定拡大

現在の検討状況及び制度
実施時期の見込みについ
て、具体的に示されたい。
また、提案内容が実現でき
るのか。

工場立地法
上の隣接緑
地の定義の
拡大

Ｂ－１

検討状況：提案された内容について実態の把握に努め
るとともに、具体的緩和内容を精査しているところ。
実施時期：平成１５年度のできるだけ早い時期。
実現可否：提案内容が実現できるよう見直しを行う。
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【経済産業省　再々検討要請】

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か

らの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

措置の
分類

措置の
内容

各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か
らの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回
答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項名）

1324090 横浜市
京浜臨海部
再生特区

工業再配置促進法の移転
促進地域の指定解除

1360040 神奈川県
国際臨空産
業特区

工業再配置促進法の移転
促進地域の指定解除

1361070 神奈川県
先導的エコ
産業創出特
区

工業再配置促進法の移転
促進地域の指定解除

1362020 神奈川県
新エネル
ギー普及モ
デル特区

工業再配置促進法の移転
促進地域の指定解除

1394010 堺市
国際楽市楽
座特区

工業再配置促進法の撤廃

2048020
堺商工会議
所

国際楽市楽
座特区

工業再配置促進法の撤廃

工業再配置促進法は移転促進地域から誘導地域に工場
の移転等を促進するために、税制上の特例措置等財政
上の支援措置を定める法律であり、移転促進地域におい
て規制を設け工業立地の制限を行っていることは全くな
い。よって事実誤認である。

工業再配置促進法は移転促進地域から誘導地域に工場
の移転等を促進するために、税制上の特例措置等財政
上の支援措置を定める法律であり、移転促進地域におい
て規制を設け工業立地の制限を行っていることは全くな
い。よって事実誤認である。

工業再配置
促進法の移
転促進地域
の指定解除
等

1110080

1110090

Ｅ
提案の趣旨を踏まえ、何ら
かの対応ができないか。

工業再配置促進法は、移転促進地域において規制を設
け工業立地の制限を行っていることは全くない。
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【経済産業省　再々検討要請】

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か

らの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

措置の
分類

措置の
内容

各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か
らの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回
答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項名）

補助金の交
付目的外の
使用に関する
制限の緩和

1110100
追加：自治体の要望を踏ま
え、検討の上、回答された
い。

Ｅ：事実誤認
　「地域新生コンソーシアム研究開発事業」は、「補助金
等に係る予算の執行の適正化に関する法律」で定める
「補助金等」には該当しない。

　なお、特例要望事項にある「地域新生コンソーシアム
研究開発事業」については、今後申請予定の案件であ
り、採択を前提とした本要望は従来型財政措置を求める
ものであり、特区制度の趣旨にそぐわない。

Ｅ 1175060
長崎県小浜
町

小浜総合自
然エネル
ギー特区

補助金の交付目的外の使
用に関する制限の緩和

国の補助事
業で取得した
研究開発に
関する財産の
処分制限期
間の緩和

1120010

当省告示３６０号に定める研究開発に関する財産に係る
処分制限期間の短縮については、前記施行令１４条２項
及び前記通達に関する検討が前提となる。
　なお、地域活性化創造技術研究開発補助金及び創造
技術研究開発補助金に係る具体的な目的外使用の解釈
については、補助金交付要綱等で定めることとなってお
り、補助事業と一体となる取得財産の事業化目的等への
利用に関する運用解釈についてより明確化を図ることと
する。

提案は実現可能と解してよ
ろしいか。

要望は実質的に実現見込み。 Ｄ－１ 1199010 山口県

宇部地域産
学官連携研
究開発促進
特区

処分制限期間の緩和
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【経済産業省　再々検討要請】

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か

らの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

措置の
分類

措置の
内容

各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か
らの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回
答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項名）

1130010

特定供給制度は、必需財である電気の供給を受ける需
要家保護を確保するために、個別に供給者と需要家との
間に密接な関係が認められる場合に限って許可を行い、
電力供給を可能とする制度であるため、密接な関係の有
無の確認を制度上廃止することは難しいと考えますが、
提案がなされた具体的な内容を電話により伺った範囲で
は、供給者が専ら一の構内に電気を供給するものである
とのことでしたので、電気事業法第１７条第１項第１号に
該当し、特定供給を行う場合でも許可が不要と考えられ
ます。また、今後、需要家が複数になった場合、現在、特
区の特例措置として、密接な関係を判断する従来の要件
に、①取引等を通じて実態として同一企業グループとみ
なしうる関係を有し、その関係が今後も長期間にわたり
継続することが見込まれること、②共同して組合を設立
し、当該組合が発電設備の施設・保有又は維持管理を行
う場合であって、その関係が今後も長期間にわたり継続
することが見込まれることを含めることとしています。この
関係が満たされる場合には、特区における特定供給が
可能となります。

貴省の回答では、Ｃと分類
すべきではないか。提案の
趣旨を踏まえ、検討された
い。

提案の具体的主旨を電話及び対面により確認したとこ
ろ、第１次提案に対応して拡充した「密接な関係」を判断
する要件を適用することを検討していると伺っており、具
体的な事例が本要件に該当すれば実現可能でありま
す。

Ｄ－２

↓

Ｃ－３

提案は特定供給の許可要
件である密接な関係の撤
廃を求めるものであり、こ
れについて具体的に検討
し、回答されたい。

　特定供給制度は、必需財である電気
の供給を受ける需要家保護を確保する
ために、個別に供給者と需要家との間
に密接な関係が認められる場合に限っ
て許可を行い、電力供給を可能とする制
度であるため、密接な関係の有無の確
認を制度上廃止することは難しいと考え
ますが、提案がなされた具体的な内容を
電話及び対面により伺った範囲では、特
定供給における密接な関係についての
規制緩和要望であった。現在、特区の
特例措置として、密接な関係を判断する
従来の要件に、①取引等を通じて実態と
して同一企業グループとみなしうる関係
を有し、その関係が今後も長期間にわた
り継続することが見込まれること、②共
同して組合を設立し、当該組合が発電
設備の施設・保有又は維持管理を行う
場合であって、その関係が今後も長期
間にわたり継続することが見込まれるこ
とを含めることとしています。この関係が
満たされる場合には、特区における特定
供給が可能となります。

1353010
北海道小樽
市

地域エネル
ギー特定供
給推進特区

特定供給における“密接な
関係”の定義の廃止

1130040

現在、特区の特例措置として、密接な関係を判断する従
来の要件に、①取引等を通じて実態として同一企業グ
ループとみなしうる関係を有し、その関係が今後も長期
間にわたり継続することが見込まれること、②共同して組
合を設立し、当該組合が発電設備の施設・保有又は維持
管理を行う場合であって、その関係が今後も長期間にわ
たり継続することが見込まれることを含めることとして、要
件を緩和しております。提案がなされた具体的な内容を
電話により伺った範囲では、産学官の三者で②の要件に
該当する組合を設立することにより、特定供給は可能と
考えられる。

1175010
長崎県小浜
町

小浜総合自
然エネル
ギー特区

特定供給の活用による一
般電気事業者及び特定電
気事業者以外の事業者が
一定範囲内で自営線で電
力供給できる事業範囲の
拡大

1130050

現在、特区の特例措置として、密接な関係を判断する従
来の要件に、①取引等を通じて実態として同一企業グ
ループとみなしうる関係を有し、その関係が今後も長期
間にわたり継続することが見込まれること、②共同して組
合を設立し、当該組合が発電設備の施設・保有又は維持
管理を行う場合であって、その関係が今後も長期間にわ
たり継続することが見込まれることを含めることとしてい
る。このため、電力供給者たる公社と需要家が②の要件
に該当する組合を構成していただくことにより、特定供給
の特例を利用できると考えています。

1338010 つくば市
つくば新エネ
市民電力特

区

特定供給制度における
「一の需要場所」の要件の
緩和

1130060

現在、特区の特例措置として、密接な関係を判断する従
来の要件に、①取引等を通じて実態として同一企業グ
ループとみなしうる関係を有し、その関係が今後も長期
間にわたり継続することが見込まれること、②共同して組
合を設立し、当該組合が発電設備の施設・保有又は維持
管理を行う場合であって、その関係が今後も長期間にわ
たり継続することが見込まれることを含めることとしてい
る。このため、地方自治体が出資する公社と需要家が②
の要件に該当する組合を構成していただくことにより、特
定供給の特例を利用できると考えています。

1338020 つくば市
つくば新エネ
市民電力特

区

特定供給制度における
「一の需要場所」の要件の
緩和

Ｄ－２

Ｄ－２

電力の特定
供給における
「密接な関
係」の要件緩
和
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【経済産業省　再々検討要請】

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か

らの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

措置の
分類

措置の
内容

各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か
らの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回
答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項名）

電力の特定
供給における
「一の構内」
についての要
件緩和

1130020

規制の特例事項の中では「電気の特定供給における場
所的規制の緩和」となっているが、申請者に確認したとこ
ろ、本主旨は特定供給における密接な関係についての
規制緩和要望であった。これについては、現在、特区の
特例措置として、密接な関係を判断する従来の要件に、
①取引等を通じて実態として同一企業グループとみなし
うる関係を有し、その関係が今後も長期間にわたり継続
することが見込まれること、②共同して組合を設立し、当
該組合が発電設備の施設・保有又は維持管理を行う場
合であって、その関係が今後も長期間にわたり継続する
ことが見込まれることを含めることとしている。

提案内容は実現可能と理
解してよいか。

提案の具体的主旨を電話により確認したところ、第１次
提案に対応して拡充した「密接な関係」を判断する要件
を適用することを検討していると伺っており、具体的な事
例が本要件に該当すれば実現可能であります。

Ｄ－２ 1054010 千葉市
環境リサイク
ル・スポーツ
特区

電気の特定供給における
場所的規制の緩和

特区の特定
事業における
電力の特定
供給にかかる
許可手続きの
迅速化

Ａ Ⅳ

特定供給に
かかる許可権
限の地方公
共団体の長
への委譲

Ｃ－３

1338030 つくば市
つくば新エネ
市民電力特

区

特定供給制度における
「自営線」の取扱いの緩和

1175020
長崎県小浜
町

小浜総合自
然エネル
ギー特区

新エネルギー等を用いた
小規模分散型発電で生じ
た電力を近隣の送電網の
配電線を利用することによ
る供給事業の容易化

電力小売自由化に伴い電力会社の所有するネットワーク
の利用に関する託送制度が既に整備されているところ。
それ以外のネットワーク利用については電気事業法特段
の規制は無く、電力会社との協議が整えば特定供給にお
いてネットワークを活用することは可能です。

特定供給制
度における電
気事業者の
所有する電線
路使用の容
認

1130070 Ｄ－１

1130030

特定供給の許可に当たっては、当該供給行為が行われ
る地域の一般電気事業者から電気の供給を受ける使用
者の利益が阻害されるか否かについても審査を行う必要
があること、需要家保護が満たされると考えられる供給
者と需要家との間の密接な関係は全国同一に判断され
るべきであること、から許可の主体を地方自治体の首長
とすることは難しい。

電気を受ける需要家がどう
いう場合に需要過保護が
満たされないと判断するの
か、例示した場合でも、地
方公共団体の長が許可の
判断ができないとする理由
を具体的に示されたい。

特定供給の許可に当たっては、密接な関係だけでなく、
当該供給行為が行われる地域の一般電気事業者から
電気の供給を受ける使用者の利益が阻害されるか否か
についても審査を行う必要があることから、許可の主体
を地方自治体の首長とすることは困難と考えています。
他方、電話で確認したところ、特定供給の特例措置に関
して迅速な審査が行われるか懸念を有していると伺って
おります。これに対しては自治体の要望を踏まえ、特定
供給の許可に関する標準処理期間が現在は２週間と定
められているところを更に短縮する、あるいは経済産業
局を活用するなど、審査期間短縮や申請者の負担軽減
に向けて、前向きに取り組んでいきたいと考えていま
す。

1197040 北九州市
北九州市国
際物流特区

電気事業法に関する第17
条の緩和
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【経済産業省　再々検討要請】

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か

らの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

措置の
分類

措置の
内容

各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か
らの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回
答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項名）

1109010
新潟県柏崎
市

新エネル
ギー・環境特

区

電気料金の算定を供給者
が原価を下らない範囲で
料金設定ができることの容
認

1109020
新潟県柏崎
市

新エネル
ギー・環境特

区

電気料金の算定を供給者
が原価を下らない範囲で
料金設定ができることの容
認

卸供給料金
の算定を供給
者が原価を下
らない範囲で
料金設定がで
きることの容
認

1130090

ご要望の具体的内容は、一般電気事業者が他の一般電
気事業者がその事業の用に供するための電気を供給す
る際の卸供給料金に関わるものと伺っています。この場
合に特区に限り卸供給料金の引き下げを行う場合には、
供給者たる一般電気事業者の収入が減少することとなる
ため、当該一般電気事業者が自らの供給区域内の需要
家に電気を供給するための原価が同額増えることとなり
ます。結果として、当該一般電気事業者の電気料金の引
き上げが必要となり、特区外の需要家に悪影響を及ぼす
こととなるため、対応は困難と考えています。

法律の条文上、原価を下ら
ない範囲で、卸供給料金を
下げることは禁止されてな
いように見えるがどうか。

卸供給料金については、適正な原価に適正な利潤を加
えたものであることが必要と考えており、卸供給料金算
定規則において、卸供給に必要な原価に適正利潤を加
えて算定する必要があると定められております。

Ｃ

↓

Ｃ－１

1109030
新潟県柏崎
市

新エネル
ギー・環境特

区

卸供給料金の算定を供給
者が原価を下らない範囲
で料金設定ができることの
容認

農業用への
深夜電力規
定の特例容
認

1130100

構造改革特区の趣旨は、特定の地域において規制を緩
和するものであり、ご要望の内容は特区における電力会
社に対する国の規制権限を強化することにつながること
から、対応は困難と考えています。

Ｃ

↓

Ｃ－１

2113010 個人 花野果ランド

電力会社の電気供給約款
は届出制であるが、国より
電力会社へ要望できるよう
にする。

他の地域の料金が上がら
ない範囲で、電気事業法
第１９条第３項の規定によ
る届出により提案を実現で
きるようにできないか。

電気料金は電力供給に必要な費用に適正利潤を加えた
総括原価に基づいて算定されており、この適正利潤は電
気事業者の健全な経営を維持し、電気の安定供給を確
保するために必要不可欠なものであります。このため、
特定の地域の電気料金において適正利潤相当分を回収
できない場合には、それを他地域の需要家から回収する
ために電気料金を引き上げる必要が生じ、結果として特
区外に悪影響を与えることとなるため、対応は困難と考
えています。

1130080

電気料金の
算定を供給者
が原価を下ら
ない範囲で料
金設定ができ
ることの容認

Ｃ

↓

Ｃ－１

需要家の公平負担の観点から総原価の積み上げにより
電気料金が算定されている以上、特定の地域において
電気料金の値下げを行ったにもかかわらず、その他の
地域において料金を据置くことは、需要家の公平負担に
反することとなるため、ご提案に対応することは困難と考
えています。
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【経済産業省　再々検討要請】

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か

らの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

措置の
分類

措置の
内容

各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か
らの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回
答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項名）

　全ての需要家が自己責任に基づいて多様な事業者か
ら供給者を選択出来る環境が整っていない状況では、
特区において先行的に小売自由化を行い、交渉力を有
さない小規模な需要家に対する一般電気事業者の供給
義務を解除し、規制料金に基づく電力供給の対象外とす
ることは、需要家保護の観点から困難と考えています。
　仮に青森県のご提案にある様に自由化対象となった需
要家が一般電気事業者とバックアップ契約を締結すると
しても、かかる契約に基づく電力供給は法的な供給義務
が課されたものではなく、当該供給に対応した設備能力
が確実に確保されることとなるかは定かではないため、
需要家保護に対する代替措置としては不十分と考えて
います。

1184010 青森県
環境・エネル
ギー産業創
造特区

独立電気事業者から安価
な電力供給の推進のため
の最大電気使用量の下限
制限（2,000ｋｗ以上）の撤
廃

全ての需要家が自己責任に基づいて多様な事業者から
供給者を選択出来る環境が整っていない状況では、特
区において先行的に小売自由化を行い、交渉力を有さ
ない小規模な需要家に対する一般電気事業者の供給義
務を解除し、規制料金に基づく電力供給の対象外とする
ことは、需要家保護の観点から困難と考えています。

1012020 群馬県
環境調和型
地域形成特

区

未利用エネルギーを用い
た電力、熱の供給に関す
る規制緩和と安定供給体
制の確保

　全ての需要家が自己責任に基づいて多様な事業者か
ら供給者を選択出来る環境が整っていない状況では、
特区において先行的に小売自由化を行い、交渉力を有
さない小規模な需要家に対する一般電気事業者の供給
義務を解除し、規制料金に基づく電力供給の対象外とす
ることは、需要家保護の観点から困難と考えています。
　他方で、今回、小浜町からご提案があった内容は、温
泉水を利用した小規模バイナリー発電を行い、電力会社
の配電線を利用して小規模な需要家まで含めた電力小
売を行うものと伺っております。ただし、現時点では具体
的な内容は確定しておらず、まずは、平成１５，１６年度
にかかる小規模バイナリー発電により近隣の需要家に
対して特定供給を行う実証試験を行い、その結果を見て
最終的にご判断されるとも伺いました。
　したがいまして、小売自由化範囲拡大のご要望に応え
ることは困難ですが、現時点において小浜町が計画して
いる平成１５，１６年度の実証試験に関しては、特区にお
ける特定供給制度の特例措置で対応可能であると考え
ています。

1175110
長崎県小浜
町

小浜総合自
然エネル
ギー特区

温泉を利用した小規模分
散型バイナリー発電の供
給電力の下限（500kW以
上）の緩和

小規模分散
型バイナリー
発電による電
力会社の配
電線（6.6kV）
利用の容認

1130160

特定電気規模事業の要件緩和は、提案事項コード
1184010、1012020、1175110の回答にあるとおり困難と
考えております。一方で、2000kW以上の電力を一般電気
事業者の配電線（6.6kV）を利用して供給することは物理
的に不可能と思われます。従って、結果的に対応は困難
と考えられます。

Ｃ

↓

Ｃ－１

1175100
長崎県小浜
町

小浜総合自
然エネル
ギー特区

温泉を利用した小規模分
散型バイナリー発電での
電力を近隣の電力会社の
配電線（6.6kV）を利用した
送電の容認

Ｃ

↓

Ｃ－２

特定規模電
気事業の要
件緩和（使用
最大電力
2,000ｋW以上
の撤廃による
電力小売自
由化範囲の
拡大）

1130110

電力小売自由化範囲の拡大は、供給義務や料金規制と
いった法的な需要家保護措置を撤廃することを意味して
いることから、需要家の実質的な選択肢が拡大し、自ら
の責任において多様な事業者から供給者を選びうる環
境が整備されてはじめて実現可能なものと考えておりま
す。このためには、全国的な電力流通に対応した系統利
用制度の整備や卸電力取引市場の創設等、全国規模で
の様々な措置が必要であり、これらが整わない限り需要
家保護が不十分となり、特区での対応は困難と考えてい
ます。
　なお、総合資源エネルギー調査会電気事業分科会の
場において、平成１６年４月を目途に５００kw以上まで、
平成１７年４月目途に５０kwまで電力小売自由化範囲を
段階的に拡大し、一般家庭まで含めた全面自由化につ
いては、これらの電力小売自由化範囲の拡大状況等を
踏まえつつ、平成１９年４月を目途に検討を開始するとし
て意見の一致が得られています。

貴省からの回答では全国
規模での措置が必要との
ことであるが、特区におい
て先行的に実施できない
か、具体的に検討し、回答
されたい。

14 / 25 ページ



【経済産業省　再々検討要請】

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か

らの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

措置の
分類

措置の
内容

各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か
らの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回
答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項名）

特定規模電
気事業の要
件緩和

1130120

電力小売自由化範囲の拡大は、供給義務や料金規制と
いった法的な需要家保護措置を撤廃することを意味して
いることから、需要家の実質的な選択肢が拡大し、自ら
の責任において多様な事業者から供給者を選びうる環
境が整備されてはじめて実現可能なものと考えておりま
す。このためには、全国的な電力流通に対応した系統利
用制度の整備や卸電力取引市場の創設等、全国規模で
の様々な措置が必要であり、これらが整わない限り需要
家保護が不十分となり、特区での対応は困難と考えてい
ます。
　なお、総合資源エネルギー調査会電気事業分科会の
場において、平成１６年４月を目途に５００kw以上まで、
平成１７年４月目途に５０kwまで電力小売自由化範囲を
段階的に拡大するとして意見の一致が得られています。

一般の需要家に対する電
力小売の緩和について
は、総合規制改革会議の
第２次答申において、今国
会において法案提出、ま
た、貴省の回答では、「平
成１６年４月を目途に５００
kw以上まで、平成１７年４
月目途に５０kwまで電力小
売自由化範囲を段階的に
拡大する」とされているが、
特区において先行的に実
施できないか、具体的に検
討し、回答されたい。

電力小売自由化は、需要家が実質的に供給者を供給区
域に捕われず選択できるための制度面の整備が必要不
可欠であります。このためには、全国規模での電力流通
に対応した系統利用制度、卸電力取引市場の整備等が
必要となりますが、かかる制度面での対応が不十分な
場合に、特区において先行的に小売自由化を実施する
ことは困難と考えています。

Ｂ－２ 1315070 山形県
超精密技術
集積特区

一般需要家に対する電力
小売の緩和

未利用エネル
ギーを用いた
電力、熱の供
給に関する規
制緩和と安定
供給体制の
確保

1130140

ご要望の具体的内容は、未利用エネルギーによる安定
供給確保のため、特定規模電気事業へのバックアップ料
金の低廉化と伺っています。接続供給に関して、特区内
の需要家向けのバックアップ料金を引き下げる場合に
は、特区外の需要家向けのバックアップ料金の引き上げ
が必要となり、結果として特区外の需要家に悪影響を与
えることから対応は困難と考えています。

提案にある特定規模電気
事業へのバックアップ料金
の低廉化は、特区での対
応は困難とのことである
が、提案にある特定規模
電気事業者への追加につ
いて、回答がないので、当
該提案を具体的に検討し、
回答されたい。

電力小売自由化は、需要家が実質的に供給者を供給区
域に捕らえられず選択できるための制度面の整備が必
要不可欠であります。このためには、全国規模での電力
流通に対応した系統使用制度、卸電力取引市場の整備
等が必要となりますが、かかる制度面での対応が不十
分な場合に、特区において先行的に小売自由化を実施
することは困難と考えています。

Ｃ

↓

Ｃ－１

1012020 群馬県
環境調和型
地域形成特

区

未利用エネルギーを用い
た電力、熱の供給に関す
る規制緩和と安定供給体
制の確保

火力発電にお
ける全面入札
制度の廃止

1130130

総合資源エネルギー調査会第１３回電気事業分科会（平
成１４年１２月２７日）において、今後の望ましい電気事業
制度の骨格について（案）が示され、この中で、「火力全
面入札制度の廃止を含めた見直しを行うことが必要」とさ
れている。このため、廃止の方向で速やかに見直していく
こととしている。

貴省からの回答では、見
直していくとあるが、提案
の内容は含まれているの
か。対応する時期はいつ
か。
また、全国に先駆けて特区
において先行的に実施で
きないか、具体的に検討し
て、回答されたい。

１５年度中を目途に廃止の方向で速やかに見直していく
こととしている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本制度
が廃止される場合には、当然ながら釜石市から要望に
ついても対応可能となる。　　　　　　　　　　　　　　　なお、
本制度は電気料金の低減を図るための制度であるた
め、釜石市においてのみ緩和することは適切でない。
仮に釜石市においてのみ入札を課さず、高コストの発電
所が建設された場合には、その影響（電気料金の引き上
げ効果）は釜石市のみではなく東北電力管内全てに反
映されることとなる。

Ｂ－１ 1383010 釜石市
エネルギー
産業集積特
区

卸電力供給入札制度の緩
和

未利用エネル
ギーを用いた
熱供給事業
の容易化

1130150

当該要望の想定している案件は、事業規模が小さいため
熱供給事業法の対象外（熱を供給する全てのケースにお
いて熱供給事業の許可を受けなければならないとの認
識であるが、熱供給設備（発電のための設備は含まれな
い。）の加熱能力が１時間当たり２１ギガジュール以上
（ただし、１つの建物内への供給を行うものは除く。）の場
合に熱供給事業法の対象となる。それ以下は対象外。）

Ｅ 1012030 群馬県
環境調和型
地域形成特

区

未利用エネルギーを用い
た電力、熱の供給に関す
る規制緩和と安定供給体
制の確保
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特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か
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各省庁からの再検討要請に対する回答

措置の
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分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項名）

国際特許出
願に係る書面
の記載事項
の一部不要
化

1140010

要望事項は、今国会に提出する「特許法等の一部を改正
する法律」によって国際出願法を改正することにより実現
する予定。なお、施行日は、条約の発効日と同日の平成
１６年１月１日を予定している。

Ｂ－１ 1315050 山形県
超精密技術
集積特区

特許の国際出願(ＰＣＴ出
願）に係る手続きの簡素化

特許審査請
求期間の延
長（５年以内）

1140020

要望のような特例措置を講じることにより、長期間にわた
り権利の帰趨が未確定な出願が大量に存在することとな
り、特区外の第三者の事業化を著しく制限するおそれが
ある。なお、第３者からの審査請求では第３者が審査請
求料を負担することになるところ、第３者に審査請求を強
いることは出願人に第３者の不利益において不当な利益
を与えることになる。また、特定の出願人にのみ特許権
に関する規定の適用の特例を認めることになり、権利の
安定的な付与を阻害する。これらの弊害を除去する代替
措置は存在しないため、特区として対応不可能。

Ｃ

↓

Ｃ－１

1208010 福島県
知的創造・開
発特区

特許審査請求期間の延長
（3年以上）

1318010 大田区
OTA産業経
済特区

ものづくりに関する技術等
の知的所有権に係る手続
きの簡素化

1378110 東京都

東京湾岸地
域

における
経済特区

特許の出願手続きの簡素
化

弁理士の業
務範囲の拡
大（法律相談
業務）

1140040

　弁護士法７２条において非弁護士には法律事務取扱を
禁止しているが、これは厳格な資格要件等の能力的・倫
理的担保のための諸般の措置が講じられた法律専門家
たる弁護士により、国民の法律生活の公正円滑な営みと
法律秩序の維持を図ることを目的とする趣旨である。
　一方、弁理士に対しては、弁理士法において、主として
産業財産権法に関する事務取扱の資格要件等が課せら
れており、現状において、弁理士が一般的な法律事務を
取り扱うことを予定した措置は講じられていない。
　本提案内容が実現された場合、弁理士が現状において
能力的担保のされていない非専門分野の法律相談に応
じた際、誤謬に基づくアドバイスを行うなどにより、場合に
よっては相談者が甚大な被害を被るおそれがあり、この
弊害を防止するための代替措置がないことから、特区に
おいて対応することは不可能である。

提案者の要望の主旨は弁
護士大都市偏在による地
域における法律相談の需
要に対する供給のミスマッ
チに対し他の資格者を活
用することにおいて対応す
ることを目的とするもので
ある。提案の主旨に鑑み、
特区において実現できな
いか具体的に検討し、対応
ありたい。

　弁理士が現状において能力的担保のされていない非
専門分野の法律相談に応じることを認めた場合、たとえ
相談者が些細な法律問題であると認識していたとして
も、誤謬に基づくアドバイスを行うなどにより、場合によっ
ては相談者が甚大な損害を被るおそれがあり、この弊害
を防止するための代替措置がないことから、特区におい
て対応することは相当でない。
　なお、本提案は弁護士の地域偏在を現状の課題とす
るものであるが、弁護士以上に地域偏在の傾向の強い
弁理士は、仮に一般法律相談業務を行い得ることとして
も、当該課題解決には実効的に寄与しえない。
　また、法律相談は、弁護士との対面形式に限らず、遠
隔地の弁護士との間においても、電話やメール等の手
段によっても行いうる性質ものであり、弁護士の地域偏
在により法律相談に関する需要と供給のミスマッチが生
じるものではない。
　本提案に関連した、法律相談等の需要への十分な対
応については、現在、政府の司法制度改革の一貫として
検討されているものと承知している。

Ｃ

↓

Ｅ

2146090
(株）東京リー
ガルマインド

法律相談自
由化特区

弁理士の業務範囲の拡大

特許出願に
係る書面に求
められている
記載事項の
軽減

要望のような特例措置を講じ明細書等の出願手続を簡
素化すると、特許権の及ぶ範囲が不明確となり、第三者
からの予見可能性が低下し、法的安定性を害し、無用な
紛争を招くという弊害が生じるところ、このような弊害を除
去する代替措置は存在しないため、特区として対応不可
能。

1140030

Ｃ

↓

Ｃ－１
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【経済産業省　再々検討要請】

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か

らの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

措置の
分類

措置の
内容

各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か
らの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回
答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項名）

ＴＬＯに係る承
認の弾力化
（承認から届
出への移行）

1140050

ＴＬＯ事業の実施自体については、現行規定においても、
ＴＬＯ法に基づく承認を受けなくとも、実施することは可
能。一方、補助金等の優遇措置を受けるためのＴＬＯ法
に基づく承認に関する提案については、従来型の財政措
置を求めるものであると認識。

Ｆ 1305050 神戸市
先端医療産
業特区

　（第1次提案）大学発バイ
オベンチャーの育成を支
援するための承認ＴＬＯ認
定の弾力化

大企業に対す
る特許の優先
処理基準の
拡大

1140060

大企業からの特許出願であっても、早期事業化を目的と
する特許出願であれば、実施関連出願として早期審査を
受けることが出来る。また、外国関連出願の場合にも早
期審査を受けることができる。自治体の要望には、このよ
うな現行制度により対応することが可能。

Ｄ－１ 1315080 山形県
超精密技術
集積特区

特許の優先処理基準の緩
和

ベンチャー企
業等を対象と
した研究開発
に係る補助金
について一定
の概算額を前
払いする支出
方法の導入

1140070

現行の規定において、会計法第22条の支出の特例とし
て、財務省との協議の上で、個別に必要性があると認め
られた経費については補助金の概算払いをすることがで
きる。今後は概算払いの範囲を前払いまで含めて運用す
る。

Ｄ－１ 1378130 東京都

東京湾岸地
域

における
経済特区

研究開発に係る助成金の
支給時期の前倒し

1140080
特許料等の減免については、規制措置ではなく、実質上
従来型の財政措置にしか過ぎないため、特区として対応
不可。

1126010 前橋市

大学の研究
者（教員等）
の知的財産
権活用特区

大学研究者の特許権取得
に係る特許料等の軽減措
置の拡大

1140100
特許料等の減免については、規制措置ではなく、実質上
従来型の財政措置にしか過ぎないため、特区として対応
不可。

1199030 山口県

宇部地域産
学官連携研
究開発促進
特区

中小・ベンチャー企業等の
特許料、審査請求料の減
免

1140110
特許料等の減免については、規制措置ではなく、実質上
従来型の財政措置にしか過ぎないため、特区として対応
不可。

1251020
福岡県・飯塚

市

福岡アジアビ
ジネス特区
（飯塚アジア
ＩＴ地区）

大学の研究者及び中小・
ベンチャー企業に対する
特許料の免除

Ｆ

大学研究者
の特許権取
得に係る特許
料等の軽減
措置の拡大
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特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か
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答
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見直し

「措置の
内容」の
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提案事項
コード

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項名）

公設試験研
究機関の特
許料、審査請
求料の軽減
措置

1140130

公設試験研究機関における特許取得の推進のための特
許料等の軽減については、特区としての対応は不可能で
あるが、今回の通常国会に提出予定である特許法等の
改正法案の中で、産業技術力強化法の改正を行うことに
より、全国的な対応としての軽減措置を、平成１６年度か
ら実施予定。

Ｆ 1199020 山口県

宇部地域産
学官連携研
究開発促進
特区

大学、公設試験研究機関
の特許料、審査請求料の
減免

1140090
特許料の免除・減免は規制措置ではなく、実質上従来型
の財政措置にしか過ぎないため、特区としての対応は不
可能。

1168010 桐生市

産学官連携
による共同
研究成果に
かかる特許
料の減額特
例措置特区

共同試験研究における現
行特許法上の特許料の減
免・猶予に加え、大学との
共同研究に関わる成果を
もととした特許出願及び保
有の際にかかる特許料の
減額措置

1140120
特許料の免除・減免は規制措置ではなく、実質上従来型
の財政措置にしか過ぎないため、特区としての対応は不
可能。

1378040 東京都

東京湾岸地
域

における
経済特区

特許取得の推進のための
特許料、審査請求料の軽
減、減免

1150010 1247110 茨城県
鹿島経済
特　　　区

高圧ガス施設の停止検査
の自主基準化

1150140 1247080 茨城県
鹿島経済
特　　　区

高圧ガス保安検査期間の
弾力的な運用

高圧ガス製造
設備に係る事
業所の境界
線までの距離
変更の可能
化

1150020

境界線までの基準を変更することにより増大するリスク、
そのリスクを解消するための措置及びその措置が妥当で
あることを立証する実証実験によるデータ等につき、地方
公共団体からの提供を受け、安全性が検証されれば、提
案内容について対応する。

実証実験によるデータ等と
は、具体的にどのようなも
のを想定しているのか、示
されたい。

リスクを解消するための措置として、たとえば爆風圧を
遮る障壁を講じた場合においてはガスの拡散実験、爆
発実験、シミュレーションなどを想定している。

Ａ Ⅲ 1273010 大分県
大分港環境・
産業活性化・
物流特区

高圧ガス製造設備のレイ
アウト基準の緩和

高圧ガス製造
設備に係る隣
接する保安区
画内にある高
圧ガス設備ま
での距離変更
の可能化

1150030

高圧ガス設備までの基準を変更することにより増大する
リスク、そのリスクを解消するための措置及びその措置
が妥当であることを立証する実証実験によるデータ等に
つき、地方公共団体からの提供を受け、安全性が検証さ
れれば、提案内容について対応する。

実証実験によるデータ等と
は、具体的にどのようなも
のを想定しているのか、示
されたい。

リスクを解消するための措置として、たとえば爆風圧を
遮る障壁を講じた場合においてはガスの拡散実験、爆
発実験、シミュレーションなどを想定している。

Ａ Ⅲ 1273020 大分県
大分港環境・
産業活性化・
物流特区

高圧ガス製造設備のレイ
アウト基準の緩和

Ⅲ
高圧ガス施設
の検査周期
の延長

「高圧ガス施設の停止検査の自主基準化」については、
保安検査期間の延長が可能であると判断できるデータ等
につき、地方公共団体から提供を受け、安全性が検証さ
れれば、提案内容について対応する。
「高圧ガス保安検査期間の弾力的な運用」については、
「高圧ガス施設の停止検査の自主基準化」の提案に含ま
れると、提案主体より連絡があった。

データ等とは、具体的にど
のようなものを想定してい
るのか、示されたい。

たとえば、腐食や損傷など、保安検査期間の延長が可
能であると判断できる設備の機能維持状況に関する
データなどを想定している。

Ａ

Ｆ
特許料、審査
請求料の軽
減、減免
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1150040

石油コンビナート事業所における試験研究施設として地
方公共団体が認めたものについては、処理量の変更を
伴わない構造変更を軽微な変更工事として取り扱い、許
可申請については届出に、届出については不要とする。

1362010 神奈川県
新エネル
ギー普及モ
デル特区

石油化学コンビナート事業
所における研究施設等実
験設備の規制緩和

1150050

石油コンビナート事業所における試験研究施設として地
方公共団体が認めたものについては、処理量の変更を
伴わない構造変更を軽微な変更工事として取り扱い、許
可申請については届出に、届出については不要とする。

2108010
旭化成株式
会社  川崎支

社

新エネル
ギー普及モ
デル特区

石油化学コンビナート事業
所における研究施設等実
験設備の規制緩和

工場棟の建て
替えやコンビ
ナート地区の
再開発等にお
ける石油コン
ビナート等災
害防止法上
のレイアウト
規制等の見
直し（区分、
地区要件の
緩和）

1150060

本提案については、全国において対応するとして別表第
２に記載されている。対象となる「多品種・少量プラント
等」の具体的な内容について対象が不明のため、平成１
５年度上期に具体的な提案がなされるならば、これをもっ
て「施設地区の区分、地区要件」について検討し平成１５
年度中に実施するとしている。
この多品種・小規模プラント等については、業界団体から
の要望もあり、全国統一的な扱いが求められることから
全国的に措置することとした。
当該プラントは、その名称から様々な形態の施設が想定
されるが、具体的な施設についての提案がなされていな
い。今後、業界団体等の意見も参考としながら、具体的
な施設形態を明らかにした上で安全性が確保されること
を前提とした緩和措置について検討し、全国的に措置し
ていくこととする。

Ｂ－２ 1121030

三重県地域
再生特区協
働プロジェク
トグループ
（三重県、四
日市市、四
日市港管理
組合）

技術集積活
用型産業再
生特区

工場棟の建て替えやコン
ビナート地区の再開発等
における石油コンビナート
等災害防止法上のレイア
ウト規制等の見直し（区
分、地区要件の緩和）

工場が分社
化した場合の
保安管理に
関する特例

1150070
平成１５年度中に、分社化しても従来の保安管理部門が
工場全体の安全管理を行えるよう措置する。

Ｂ－１ 2192010 テイジン
愛媛県素材
型産業新生
特区

工場が分社化した場合の
一体管理化(安全衛生管
理組織）

石油コンビ
ナート等災害
防止法による
特別防災区
域の指定の
特例

1150080

石油等が大量に集積しているコンビナート地域で発災し
た場合には甚大な災害となることから、特別防災区域と
して指定し、これに必要な防災組織、防災資機材等の設
置により防災対策を強化している。今回の提案には、事
業所における防災対策の具体的提案がなく、既存のコン
ビナートと同等の安全性が担保されていないため認めら
れない。

石油コンビナート等災害防
止法については、災害の
発生及び拡大の防止等を
図ることを目的としている
が、提案にあるような製油
整備がないこと、他の地区
と隔離されていることといっ
た特性に応じて、防災対策
についてできるだけ事業者
の負担を軽減することがで
きないか、具体的に検討し
回答されたい。

石油コンビナート等災害防止法の制定の契機となった昭
和４９年に発生した重油流出事故は、瀬戸内海に面する
４県に被害がおよんだ事例であり、昨年１１月に横浜市
の事業所において６時間以上燃え続けた屋外タンク火
災の事例があることなど、製油設備がなくても事故や災
害は発生している。
また、石油コンビナート等災害防止法は、事業所内の施
設をはじめとして、特別防災区域内の防災対策を一体と
してとらえた中で災害の予防、拡大防止、鎮圧に対応す
る自衛防災組織の設置等により防災対策を講じているも
のであり、他の地区への災害拡大防止という理由のみ
で安全対策を講じている訳ではない。
よって、検討要請にある地域特性をもって防災体制を軽
減する要因とはならない。

Ｃ

↓

Ｃ－１

1205010
石狩湾新港
管理組合

物流・エネル
ギー特区

石油コンビナート等災害防
止法による特別防災区域
の指定の特例

石油コンビ
ナート事業所
における試験
研究施設の
変更工事に
伴う手続きの
簡素化

Ａ Ⅲ
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【経済産業省　再々検討要請】

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か

らの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

措置の
分類

措置の
内容

各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か
らの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回
答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項名）

石油コンビ
ナート等災害
防止法による
自衛防災組
織設置の特
例

1150090

自衛防災組織は、災害の発生及び拡大防止するために
必要な業務を行うこととされ、特定事業所ごとに設置を義
務づけている。自衛防災組織は特定事業所の防災全般
にわたる業務（災害発生前の防止対策及び災害の鎮圧
等）を担当することとされ、自衛防災組織を事業所内に設
置する必要があることから、特定事業所の近傍において
自衛防災組織を設置することは認められない。また、自
衛防災組織の業務の全てを共同防災組織等の当該事業
所と別の組織に行わせることはできない。

自衛防災組織と地元消防
団との業務の分担は可能
か。またそれによって自衛
防災組織の設置による事
業者の負担の軽減は可能
かについて、具体的に検
討し回答されたい。

消防団は市町村の消防機関であり、特定事業所の業務
の分担は不可能である。

Ｃ

↓

Ｃ－１

1205020
石狩湾新港
管理組合

物流・エネル
ギー特区

石油コンビナート等災害防
止法による自衛防災組織
設置の特例

1150100

事業所の新設、変更に係る届出、確認等は、高圧ガスの
災害の防止の観点、防災行政上の観点から、あるいは、
それぞれの石油コンビナートの状況に応じて総合的に適
否を判断するために関係省庁、地方公共団体（道府県、
消防本部）が災害防止等の観点に立脚して総合一体的
にこれを行うことが必要であるため、市町村長への移管
を認めることはできない。

地域の消防活動、防災行
政、石油コンビナートの状
況は、市町村で把握できる
と思われるが、茨城県から
の提案にあるように、さら
に法令等で判断基準を示
しても市町村だけでは判断
できない内容を、具体的に
示されたい。

地域の消防活動、防災行政、石油コンビナートの状況に
ついては市町村においても把握できるものである。しか
し、石油コンビナート等災害防止法の趣旨から、国にお
いては、消防法、高圧ガス保安法を所管する総務省消
防庁と経済産業省が共同してレイアウト規制に係る各種
事務を進め、関係省庁（警察庁、厚生労働省、農林水産
省、国土交通省及び環境省）に協議を行うことで関連す
る法令との調整を的確に行い、また、県域を超える規模
の災害対応へも配慮した中でより適切かつ総合的な判
断を行う必要があるため、届出は国に対して行うのが適
当である。

1247130 茨城県
鹿島経済
特　　　区

石災法に基づくレイアウト
新設・変更許認可権の市
町村長への委譲

1150110

事業所の新設、変更に係る届出、確認等は、高圧ガスの
災害の防止の観点、防災行政上の観点から、あるいは、
それぞれの石油コンビナートの状況に応じて総合的に適
否を判断するために関係省庁、地方公共団体（道府県、
消防本部）が災害防止等の観点に立脚して総合一体的
にこれを行うことが必要であるため、県への移管を認める
ことはできない。

地域の消防活動、防災行
政、石油コンビナートの状
況は、都道府県で把握でき
ると思われるが、名古屋港
管理組合からの提案にあ
るように、さらに法令等で
判断基準を示しても都道府
県だけでは判断できない
内容を、具体的に示された
い。

地域の消防活動、防災行政、石油コンビナートの状況に
ついては都道府県においても把握できるものである。し
かし、石油コンビナート等災害防止法の趣旨から、国に
おいては、消防法、高圧ガス保安法を所管する総務省
消防庁と経済産業省が共同してレイアウト規制に係る各
種事務を進め、関係省庁（警察庁、厚生労働省、農林水
産省、国土交通省及び環境省）に協議を行うことで関連
する法令との調整を的確に行い、また、県域を超える規
模の災害対応へも配慮した中でより適切かつ総合的な
判断を行う必要があるため、届出は国に対して行うのが
適当である。

1258060
名古屋港管
理組合

産業ハブ特
区

石油コンビナート等の施設
の新設・変更に係る届出
先の都道府県への移管

水素燃料電
池自動車を日
本へ持ち込む
場合の検査
の簡素化

1150120

容器保安規則第６条に基づき、現行制度の下でも、車体
から燃料容器を取り外さずに検査可能。（米国、ドイツ、フ
ランス、英国、豪州の高圧ガス容器の規格に適合してお
り、かつ、我が国の容器検査の規格に適合していること
が、前記各国の規格制定機関等が証する書類により確
認できれば、車体から取り外すことなく、書類審査のみを
もって検査に合格することができる。）

Ｄ－１ 2075020
屋久島電工
株式会社

クリ-ンエネ
ルギー社会
屋久島モデ
ル形成特区

水素燃料電池自動車を日
本へ持ち込む場合の検査
の簡素化

Ｃ

↓

Ｃ－１

提案者から「コンビナート
計画時から住工分離を念
頭に設計されており」、また
「工場内のプラント配置も
十分な構内道路を有して
おり災害時においても適切
な消防活動ができるような
配置としている。」とあり、こ
うした地域の特性を考慮し
て、その実態を最もよく把
握した自治体が事業所の
新設等に係る事務を担うこ
とができないか、具体的に
検討し回答されたい。

石油コンビ
ナート等の施
設の新設・変
更に係る届出
先の都道府
県等への委
譲

石油コンビナート等災害防止法では、事
業所内の施設をはじめとして特別防災
区域内外の防災対策を一体としてとらえ
た中で災害の予防、拡大防止、鎮圧等
を図るものである。
また、レイアウト規制は災害時に円滑な
消防活動等と相まって被害の拡大防止
を図るものであり、規制対象となる事業
所のレイアウトが適正な配置となるのは
当然のことであり、地域の特性とは言え
ない。
よって、自治体がこれらを把握している
という理由で届出の事務を担うことは認
められない。

Ｃ－１
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特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か

らの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

措置の
分類

措置の
内容

各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か
らの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回
答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項名）

高圧ガスの特
別充填許可・
特別認定の
一般制度化

Ａ Ⅲ

高圧ガス保安
法の特別充
填許可・特別
認定の不要
化

Ｄ－１

高圧ガスの認
定保安検査
実施者に関す
る届出が必要
な内容の明確
化

1150150
届出が必要な変更内容を省令に記載することにより、ど
のような変更があったときに届け出なければならないか、
明確化する。

Ｂ－１ 1258040
名古屋港管
理組合

産業ハブ特
区

高圧ガス製造施設の連続
運転認定保安制度の変更
手続きの簡素化

スクーバダイ
ビング呼吸器
用空気圧縮
機に係る検査
の合理化

1150160
高圧ガス設備の完成検査は、高圧ガス保安法で定めら
れている技術上の基準を満足することを証明する書面に
より、検査を受けることができる。

Ｄ－１ 1387010 輪島市

海洋レジャー
（スクーバダ
イビング）関
連

ダイビング用圧縮機につ
いて海外生産国の安全基
準を日本でも認めるととも
に、人工呼吸施行時の純
酸素使用を医師免許がな
くても可能にする

海洋温度差
発電設備に
関する各種検
査等の手続き
の不要化・簡
素化

Ａ Ⅲ

海洋温度差
発電の研究
開発を行う際
の、試作発電
用機材に係る
電気主任技
術者選任規
定の緩和

Ｄ－１

電気工作物
の保安管理
の実施主体
の拡大

1160020
規制改革推進３カ年計画に基づき、平成１５年度中に外
部委託制度の拡大を図るため、現在、電気事業法施行
規則の改正作業中である。

改正のスケジュールを示さ
れたい。

平成１５年度中に施行する予定。 Ｂ－１ 2032010
日本テクノ株
式会社

電気保安特
区

保安管理の実施主体の拡
大

1014010 伊万里市

伊万里サス
テイナブル・
フロンティア
知的特区

　再生可能な自然エネル
ギーの研究開発及び実証
研究の推進、新技術の創
出を図るため、海洋温度
差をはじめとする自然エネ
ルギーによる発電実験に
おける電気事業法の規制
を緩和

1160010

（Ａ）海洋温度差を利用した汽力発電設備の研究開発及
び技術開発を行う観点から、当該海洋温度差発電設備
による発電の実験を行い、その発電出力が１００ｋＷ以
下、かつ、発生した電力が、実験施設内で電気的に閉鎖
された区域の中で消費される場合であって、研究開発及
び技術開発の推進母体に設置された専門家委員会等に
より、設備の工事、自主検査が適切に実施され、設備の
安全が確保される場合、その旨を保安規程に明記するこ
とにより、工事計画の届出及び使用前安全管理検査、定
期安全管理検査、溶接安全管理検査を不要とする特例
措置を、研究開発及び技術開発の実施期間に限り認め
る。
（Ｄ－１）要望に係る発電設備については、法第４３条第２
項に基づく許可主任技術者制度を活用することで、特定
の事業場の工事・維持・運用の監督をさせることが可能
であり、新たにコストを発生させずに主任技術者を選任す
ることが可能である。

貴省の回答により提案は
実現可能と解してよいか。

伊万里市の提案は実現可能になると考えている。
　特例措置により、発電試験に係る研究開発を実施する
にあたり、試作した機器を設置するたびに、法に基づく定
期検査等を実施する必要がなくなり、研究開発のスピー
ドに支障をきたすことはないと考えている。

2137020
宇宙開発事
業団

宇宙開発特
区

高圧ガス保安法の特別充
填許可・特別認定の一般
制度化

1150130

高圧ガス保安法で適用除外とされる高圧ガスは、他法で
規制されているもの、又は高圧ガスであっても量が少な
い等により危険性が極めて少ないと考えられるものであ
り、宇宙関連物品では１０万ﾘｯﾄﾙ以上の液化ガスを扱っ
たり、爆発の威力の大きい水素ガス・酸素ガスを扱ったり
することから、適用除外とすることはできない。ただし、
（D-1）技術基準（省令）は性能規定化されており、「一般
高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について」（平成
13･03･23原院第１号）に基づき、事業者がかかる技術基
準を満足する例示基準案を作成し、第３者機関による評
価を受ければ例示基準の１つとして認められ、特別認可
の申請が不要になる。
（Ａ)技術基準（省令）とは異なる基準を用いる場合や省令
で定められた充填率とは異なる充填率を用いる場合は、
その基準によって安全が確保されることを立証する実証
実験データ等につき、地方公共団体から提供をうけ、安
全性が検証されれば、技術基準や充填率の特例を認
め、特別認可や特別充填許可を不要とする。
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特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か

らの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

措置の
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措置の
内容

各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か
らの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回
答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項名）

電気保安業
務の受託件
数制限の撤
廃

1160030

電気保安業務を外部に委託された者にあっては、複数の
設置者から委託を受け、その全ての電気工作物につい
て点検業務や事故時における適切な対応等を確実に遂
行し、保安業務に支障をきたさないようにしなければなら
ない。従って、外部委託先が受託できる事業場の数を無
制限としてしまうことは保安水準の維持がなされず不適
切であることから、事業場の種類、規模等に応じて定まる
一定数以内としているものである。
　また、電気主任技術者の外部委託については、点検業
務を適切に履行していなかったり、受託している者ではな
い者に点検業務をさせたりするなど安全上問題のある業
務が散見されるとの指摘がある状況を改善するとともに、
外部委託先の拡大に係る要請（規制改革推進３か年計
画）を踏まえ、総合資源エネルギー調査会原子力安全・
保安部会電力安全小委員会において検討がなされ、外
部委託先を拡大するという内容の中間報告がとりまとめ
られたところである（H14.6）。この中では、検討の大前提
として、公共の安全を確保する観点から、事業場におけ
る電気工作物の安全を確保することとし、受託事業場数
等の外部委託が認められる条件についても検討がなさ
れたが、現行と同様の条件が必要とされた。

提案では受託件数制限の
ために、合理的保安管理
が阻害されている状況に
あり、その上限の撤廃が必
要としており、特区におい
て実現できないか、具体的
に検討し、回答されたい。

　自家用電気工作物はその大半が6,600ボルトという高
電圧で受電する設備（雑居ビル、スーパー、中工場等）
であり、当該電気工作物による感電・火災事故等を未然
に防止するため、電気事業法により自家用電気工作物
の設置者に対して電気主任技術者の選任が義務づけら
れている。
　しかしながら、自社の職員を選任することが合理的で
ない設置者に対しては、保安管理を電気の専門知識を
持った外部の者に委託することができることとしている。
　外部委託先は、自らが所有しない異なる種類、規模等
の電気工作物の保安管理を複数箇所で行うこととなるた
め、保安上支障がないように必要な条件が定められて
いるものであり、この例外措置を認めるための条件さえ
も撤廃することは、公共の安全確保の観点から不適切
である。
　受託件数については、無制限に受託できることとすると
必要な点検等が行えないおそれが生ずることから、外部
委託先が保安業務を行う複数の設備の規模ごとの点検
所要時間等の受託実態等を勘案し設けているものであ
る。
　なお、提案中の「合理的保安管理」の意味するところが
不明であるが、あくまで例外措置に関して安全確保の観
点から外部委託先が適切な保安管理を行うための一定
の条件を定めていることに対して、合理的保安管理が阻
害されているという指摘は制度の趣旨から考えて当たら
ないと考える。

Ｃ

↓

Ｃ－１

2032030
日本テクノ株
式会社

電気保安特
区

受託件数制限の撤廃

法令点検の
頻度指定の
撤廃

1160040

　自家用電気工作物については、安全確保には特に注
意を要する6,600Ｖ等の高電圧で受電する設備であるた
め、このような電気工作物による感電・火災（感電死傷事
故〔815件：H3～H12の累計〕、電気火災事故〔266件：同
左〕）や広域停電等の波及事故を未然に防止するために
は、設備の外観検査や絶縁抵抗測定、さらには保護継
電器動作特性試験等の定期的な点検が必要である。
従って、事業場の種類、規模等に応じて必要最低限の点
検頻度を定め、保安の確保を図ることとしており、これら
の点検で指摘される設備不良等は年間１００万件（電気
保安協会調べ）に達している。
　なお、代替措置として提案のあった監視装置の設置に
ついては、当該装置によって設備の電気的な状態を把握
することは可能であるが、それ以外の設備の汚損、変
色、異臭や計器の誤表示といった設備不良に至る兆候を
的確に把握することは困難である。このようなことから、
信頼性の高い設備であって、かつ、監視装置を設置する
ものにあっては、点検頻度を緩和（1回／月→1回／隔
月）しているものである。
　また、電気主任技術者の外部委託については、点検業
務を適切に履行していなかったり、受託している者ではな
い者に点検業務をさせたりするなど安全上問題のある業
務が散見されるとの指摘がある状況を改善するとともに、
外部委託先の拡大に係る要請（規制改革推進３か年計
画）を踏まえ、総合資源エネルギー調査会原子力安全・
保安部会電力安全小委員会において検討がなされ、外
部委託先を拡大するという内容の中間報告がとりまとめ
られたところである（H14.6）。この中では、検討の大前提
として、公共の安全を確保する観点から、事業場におけ
る電気工作物の安全を確保することとし、点検頻度等の
外部委託が認められる条件についても検討がなされた
が、現行と同様の条件が必要とされた。

提案者の指摘も踏まえ、再
度検討されたい。

　自家用電気工作物はその大半が6,600ボルトという高
電圧で受電する設備（雑居ビル、スーパー、中工場等）
であり、当該電気工作物による感電・火災事故等を未然
に防止するため、電気事業法により自家用電気工作物
の設置者に対して電気主任技術者の選任が義務づけら
れている。
　しかしながら、自社の職員を選任することが合理的で
ない設置者に対しては、保安管理を電気の専門知識を
持った外部の者に委託することができることとしている。
　外部委託先は、自らが所有しない異なる種類、規模等
の電気工作物の保安管理を複数箇所で行うこととなるた
め、保安上支障がないように必要な条件が定められて
いるものであり、この例外措置を認めるための条件さえ
も撤廃することは、公共の安全確保の観点から不適切
である。
　なお、提案者からの「設備規模と指定法人という優遇
措置により定められた制度であり、設備の安全は度外視
されている」との指摘については、外部委託先の別（指
定法人又は電気管理技術者）によらず点検頻度は全く
同じであるため指定法人を優遇していることはない。
　原則として点検頻度を毎月１回以上としているのは、こ
のような点検頻度で年間１００万件にも及ぶ不良が発見
され、事故の未然防止が図られている実態を踏まえてい
ることによるものであるが、危険度が比較的低い設備に
ついては点検頻度を緩和するという合理的な制度として
いるものである。
　また、提案者からの「安全を確保すべき需要家が点検
頻度を決定できない」との指摘については、制度上は設
備の不良はもとより設備の不良に至る兆候を発見する
観点から必要最小限の点検頻度を定めているものであ
り、点検頻度を決定するのはあくまでも設置者である。

Ｃ

↓

Ｃ－１

2032040
日本テクノ株
式会社

電気保安特
区

法令点検の頻度指定の撤
廃
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【経済産業省　再々検討要請】

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か

らの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

措置の
分類

措置の
内容

各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か
らの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回
答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項名）

電気管理技
術者に係る実
務経験年数
の撤廃

1160050

電気保安業務担当者を自社で選任する場合にあって
は、常に自社設備のみの保安管理を行うこととなるが、
電気保安業務を外部委託された者にあっては、複数の設
置者から、異なる種類、規模等の電気工作物について、
日常の点検業務はもとより、万一の事故が発生した場合
の初動対応や事故拡大防止のための措置を適確に行う
ことが求められるため、電気保安に対する十分な知識と
経験を有することが必要となる。従って、一定の実務経験
を求めているものである。
　また、電気主任技術者の外部委託については、点検業
務を適切に履行していなかったり、受託している者ではな
い者に点検業務をさせたりするなど安全上問題のある業
務が散見されるとの指摘がある状況を改善するとともに、
外部委託先の拡大に係る要請（規制改革推進３か年計
画）を踏まえ、総合資源エネルギー調査会原子力安全・
保安部会電力安全小委員会において検討がなされ、外
部委託先を拡大するという内容の中間報告がとりまとめ
られたところである（H14.6）。この中では、検討の大前提
として、公共の安全を確保する観点から、事業場におけ
る電気工作物の安全を確保することとし、実務経験年数
等の外部委託が認められる要件についても検討がなさ
れたが、現行と同様の要件が必要とされた。

提案には、合理的な保安
管理のために、実務経験
年数の撤廃が必要である
とのものであるが、具体的
に検討し、回答されたい。
なお、指定法人に雇用され
た者である場合には実務
経験なく、保安管理ができ
るとの非合理的な差別が
ある等の指摘があるが事
実か。

　自家用電気工作物はその大半が6,600ボルトという高
電圧で受電する設備（雑居ビル、スーパー、中工場等）
であり、当該電気工作物による感電・火災事故等を未然
に防止するため、電気事業法により自家用電気工作物
の設置者に対して電気主任技術者の選任が義務づけら
れている。
　しかしながら、自社の職員を選任することが合理的で
ない設置者に対しては、保安管理を電気の専門知識を
持った外部の者に委託することができることとしている。
　外部委託先は、自らが所有しない異なる種類、規模等
の電気工作物の保安管理を複数箇所で行うこととなるた
め、保安上支障がないように必要な条件が定められて
いるものであり、この例外措置を認めるための条件さえ
も撤廃することは、公共の安全確保の観点から不適切
である。
　なお、提案中の「合理的保安管理」の意味するところが
不明であるが、あくまで例外措置に関して安全確保の観
点から外部委託先が適切な保安管理を行うための一定
の条件を定めていることに対して、合理的保安管理が阻
害されているという指摘は制度の趣旨から考えて当たら
ないと考える。
　現行制度において指定法人の従業者に実務経験の要
件を明示していないのは、国は指定法人に対して指導・
監督することにより適正な保安業務を実施するための体
制（従業者への教育等）についてチェックしてきたことに
よるものである。
　一方、規制改革３か年計画の方針に基づき、指定法人
以外の法人の参入を認めるに際して、法人を指定する
仕組みを廃止することとなり、指定法人に対して指導・監
督を行うという制度としないこととなったことから、今後は
法人の従業者にも電気管理技術者と同様の実務経験の
要件を課すこととなった。（原子力安全・保安部会報告）

Ｃ

↓

Ｃ－１

2032050
日本テクノ株
式会社

電気保安特
区

実務経験年数の撤廃

機械器具の
保有義務の
撤廃

1160060

自家用電気工作物は、安全確保には特に注意を要する
6,600Ｖ等の高電圧で受電する設備であり、このような電
気工作物による感電・火災や広域停電等の波及事故を
未然に防止する必要がある。このため、当該電気工作物
の状態を適確に把握する必要がある。従って、事業場の
種類に応じて、電流・電圧計、絶縁抵抗計、高電圧検電
器、継電器試験装置等を具備すべきことを規定している
が、これらの器具等は電気の保安管理を行う者が通常
保有している必要最低限のものであり、過重な要求とは
なっていない。
　また、電気主任技術者の外部委託については、点検業
務を適切に履行していなかったり、受託している者ではな
い者に点検業務をさせたりするなど安全上問題のある業
務が散見されるとの指摘がある状況を改善するとともに、
外部委託先の拡大に係る要請（規制改革推進３か年計
画）を踏まえ、総合資源エネルギー調査会原子力安全・
保安部会電力安全小委員会において検討がなされ、外
部委託先を拡大するという内容の中間報告がとりまとめ
られたところである（H14.6）。この中では、検討の大前提
として、公共の安全を確保する観点から、事業場におけ
る電気工作物の安全を確保することとし、保有機械器具
等の外部委託が認められる要件についても検討がなさ
れたが、現行と同様の要件が必要とされた。

提案者の指摘も踏まえ、再
度検討されたい。

　自家用電気工作物はその大半が6,600ボルトという高
電圧で受電する設備（雑居ビル、スーパー、中工場等）
であり、当該電気工作物による感電・火災事故等を未然
に防止するため、電気事業法により自家用電気工作物
の設置者に対して電気主任技術者の選任が義務づけら
れている。
　しかしながら、自社の職員を選任することが合理的で
ない設置者に対しては、保安管理を電気の専門知識を
持った外部の者に委託することができることとしている。
　外部委託先は、自らが所有しない異なる種類、規模等
の電気工作物の保安管理を複数箇所で行うこととなるた
め、保安上支障がないように必要な条件が定められて
いるものであり、この例外措置を認めるための条件さえ
も撤廃することは、公共の安全確保の観点から不適切
である。
　なお、提案者からの「電気管理技術者は指定された機
械器具を少なくとも各１台は取り揃えることが義務づけら
れているが、本来は、保安管理を行う設備の規模や状
況に応じた機械器具を電気管理技術者が業務上必要で
あるから揃えるものである」との指摘については、安全確
保の観点から、保安業務を行う場合に設備の規模や状
況に関わらず必要最小限の機械器具の保有等を要件と
しているものである。
　また、設備の種類に関わらず必要となる機械器具のう
ち使用頻度が少ない機械器具（絶縁耐力試験装置等）
については、必ずしも保有を要件とせず借り受け等によ
り使用し得る措置が講じられていればよいこととされてい
る。
　更に、提案者からの「電流計・電圧計で例えた場
合、・・・」との指摘については、例えば電流・電圧ともに
測定可能な一体型の機械器具を有していれば、個別に
電流計、電圧計を買い揃える必要はない。

Ｃ

↓

Ｃ－１

2032060
日本テクノ株
式会社

電気保安特
区

機械器具の保有義務の撤
廃
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【経済産業省　再々検討要請】

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か

らの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

措置の
分類

措置の
内容

各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か
らの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回
答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項名）

小型バイナ
リー発電設備
の定期自主
検査の時期
の延長

1160070

小型で安全性が高いバイナリー発電設備（燃料を使用せ
ず、安全な媒体（例えば、難燃性・毒性がない・機器腐食
性がない・化学的に安定である、など）を使用し、最高使
用温度及び最高使用圧力が低く、出力５００ｋＷ未満のも
の）については、設置者により、定期自主検査の期間延
長を要望する時点での使用実態（外観、運転状態、事故
の有無等）を踏まえて、安全確保上、問題のない延長期
間を技術的に証明し、それが国により確認された場合に
は、電気事業法施行規則第９４条の２第１項に定める時
期について延長する特例を認める。

Ａ Ⅳ 1175040
長崎県小浜
町

小浜総合自
然エネル
ギー特区

新エネルギー等を用いた
小規模発電装置について
検査を小出力発電設備と
同程度とする緩和

天然ガスを燃
料とするガス
エンジンの一
般電気工作
物の対象化

1160080
現行制度にて対応されている。
天然ガスを燃料とするガスエンジンは電気事業法施行規
則第４８条第４項の対象となっている。

Ｄ－１ 1059030 愛知県
国際自動車
特区

小出力発電設備となる出
力範囲及び対象の拡大

温泉水を利用
したバイナ
リー発電装置
（５００ｋＷ未
満）による電
気事業に係る
主任技術者
の要件緩和

1160090

現行制度にて対応可能である。
要望に係る発電設備については、法第４３条第２項に基
づく許可主任技術者制度を活用することで、特定の事業
場の工事・維持・運用の監督をさせることが可能。

提案は、主任技術者の選
任が必要ない規模の緩和
を求めているものであり、
具体的に検討し、回答され
たい。

　当初の要望においては、要望に係る発電設備は電気
事業の用に供する電気工作物であるとの誤解があった
が、当該発電設備は自家用電気工作物の位置づけであ
り、現行制度においても出力1,000kW未満の発電設備に
ついては電気主任技術者を選任しないことができること
となっている。
　なお、許可主任技術者制度によって対応することも可
能である。

Ｄ－１ 1175030
長崎県小浜
町

小浜総合自
然エネル
ギー特区

新エネルギー等を用いた
小規模発電装置における
ボイラー・タービン主任技
術者や電気主任技術者等
の要件の緩和

「保・工分離
の原則」慣習
の撤廃

1160100 制度上、規定されているものではない。 Ｅ 2032020
日本テクノ株
式会社

電気保安特
区

「保・工分離の原則」慣習
の撤廃

食品に係るＩＱ
品目の先着
順割当てにお
ける輸入実績
の緩和等

1170010

　食品（水産物）の輸入割当制度は、国内産で不足する
数量を輸入することを基本としてＩＱ枠を設定することによ
り、安定した国内需給を図るものである。
　このため、確実な輸入を担保する必要があり、食品輸
入の経験を有し、確実に輸入を行うことができる者に対し
て割当てを行う制度を維持していくことが適当である。
　従って、特区内において、当該要件を撤廃することは困
難である。

Ｃ

↓

Ｃ－１

1197050 北九州市
北九州市国
際物流特区

食品に係るＩＱ品目の先着
順割当てにおける輸入実
績の緩和等

FAZ制度の改
正によるFTZ
制度の導入

1170020

加工交易を行う場合は現行の総合保税地域を活用して
関税をかけずに加工等を行うことは可能。あわせて、本
提案内容の中心は、関税や法人税等の減免を求めてい
るものであることから対応不可。

Ｆ 2014010 任意団体
特別自由貿
易地域（ＦＴ
Ｚ）の拡大
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特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か

らの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

措置の
分類

措置の
内容

各省庁からの回答に対す
る構造改革特区推進室か
らの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回
答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項名）

加工輸出目
的に限定しな
い無関税の
自由貿易地
域の指定

1170030
該当法令の特定がなされていない等、提案内容が不明
確であり、十分な検討が困難であるが、本提案内容は、
関税の減免を求めるものであることから対応不可。

Ｆ 2005080

ＮＰＯ法人申
請中　Ｉ・Ｈ・
Ｈ・Ｓグルー

プ

１．３億人の
雇用と、１００
兆円／年の
売り上げを実
現する「プロ
ジェクト名：ｔａ
ｍｍｙ」

珠洲市は、貿易が自由に
出来る自由貿易地域にし
てほしい

総合保税地
域において加
工された試作
品等の輸出
に関する経済
産業大臣の
許可を要する
品目の軽減

1170040

安全保障輸出管理は、国際的に合意された規制対象品
目について、大量破壊兵器等の開発等に転用されること
により、国際的な平和及び安全の維持に重大な事態を生
じさせることがないよう、その輸出について安全保障上の
カントリーリスクや当該貨物のエンドユーザー、エンド
ユース、転用可能性について技術的審査を行っている。
したがって、特区のように地域を限って許可を要する品目
を軽減した場合、それにより国際的な平和及び安全に影
響を及ぼすおそれを払拭するための代替措置が存在し
ないことから、特区においての対応は不可。

Ｃ

↓

Ｃ－１

1318060 大田区
OTA産業経
済特区

試作品輸出にかかる規制
の緩和、税猶予制度の検
討
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